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Ⅱ  水 道 整 備 対 策 事 業 

 
 
１ 水道整備対策事業概況 

 

県民の日常生活に密接し，産業活動の基盤である水道においては，安全で安定的な水道水の供給・確保が

最も重要である。 

このため，立入検査等の水道施設の監視・指導を計画的に実施することにより，飲料水の安全の確保に努

めるとともに，適正な水質管理の実施を指導した。 

また，簡易専用水道については，法定定期検査の受検等を指導するとともに，水道法の規制対象とならな

い飲用井戸等については，定期の水質検査の実施等を指導した。 

一方，水道普及率の向上，水道施設の耐震化の促進や水道の広域化を推進するため，水道施設整備国庫補

助制度や生活基盤施設耐震化等交付金の活用や水道事業認可指導等を通じて，市町の水道施設整備・維持の

促進を図った。 



　 ２　許認可等の諸手続き状況

　　　年度別状況

認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出 認可 届出 許可 届出

28 6 1 3 4 61 5 6 18 6 9 4 61 6 24 6

27 1 1 5 5 14 10

26 1 1 1 1 5 5 13 9 1 2 1 8 10 21 13

25 1 2 1 1 8 10 20 13 2 1 1 3 36 13

24 2 2 1 1 1 3 33 13 2 2 8 18 4

28 6 1 3 4 61 5 1 9 4 61 7

27 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1

26 1 2 1 1 8 1 3 1 2 1 8 1 4

25 2 2 1 1 1 2 2 1 1 5

24 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 4 2

28 6 17 6 6 17 6

27 5 13 9 5 13 9

26 9 17 13 9 17 13

25 3 31 13 3 31 13

24 6 14 2 6 14 2

　（注1）　水道法に基づく許認可等の件数を計上しており，市町欄には，県内の市及び特例条例による事務移譲町（大崎上島町・世羅町・北広島町・神石高原町）における件数を計上している。
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　３　水道施設監視状況
（平成28年度）
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総数 11 16 7 76 79 47 185 54 16 5,174 4,146 80.1 3 21 202 24 5,648 477 194 70

県計 11 16 7 76 79 47 28 11 2 221 214 96.8 56 2 392 171 108 56

県保健所計 11 16 7 76 79 47 9 8 172 167 97.1 16 1 284 112 104 54

西部 6 6 2 33 29 4 9 8 172 167 97.1 16 1 236 64 44 6

西部東 1 1 1 7 7 6 8 8 8 7

東部 2 4 2 19 20 16 21 21 24 18

北部 2 5 2 17 23 21 19 19 28 23

権限移譲分計 19 3 2 49 47 95.9 40 1 108 59 4 2

大崎上島町 11 11 100.0 11

世羅町 2 2 1 6 6 100.0 8 16 10 2 1

北広島町 16 26 24 92.3 7 49 23

神石高原町 1 1 1 6 6 100.0 25 1 32 26 2 1

市計 157 43 14 4,953 3,932 79.4 3 21 146 22 5,256 306 86 14

広島市 68 8 2,640 2,185 82.8 2 20 5 5 2,713 75 33

呉市 9 6 2 421 358 85.0 5 2 435 14 8 2

竹原市 2 1 49 40 81.6 64 115 66 1

三原市 10 181 142 78.5 7 198 17

尾道市 4 216 178 82.4 1 1 2 222 7 1

福山市 8 9 6 663 478 72.1 11 6 682 19 15 6

府中市 4 4 3 39 32 82.1 2 45 6 4 3

三次市 12 73 68 93.2 11 96 23

庄原市 5 1 64 43 67.2 4 73 9 1

大竹市 1 1 35 31 88.6 3 39 4 1

東広島市 12 330 228 69.1 6 348 18

廿日市市 13 13 3 207 122 58.9 9 9 229 22 22 3

安芸高田市 8 27 19 70.4 15 50 23

江田島市 1 8 8 100.0 2 11 3

　※立入対象施設数とは，平成28年度内に稼動実績のある施設である。 ※簡易専用水道の施設数とは，平成29年３月３１日時点において，各管内に存在する施設数である。
　※上水道は，国所管分（給水人口50,000人を超えるもの）を除く。 ※簡易専用水道の立入対象施設は，登録検査機関から通報のあった施設数である。

※合計欄の施設数は，立入対象施設数と簡易専用水道の施設数の和である。
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　４　広域的水道整備計画の概要

名称

対象

水源

給水量

　５　水道の普及状況 　

　（１）施設数
　　　　平成27年度末現在，水道法に規定する給水人口１０１人以上の水道は，県内に284か所ある。

（単位：か所）

県営 組合営 市 町 組合 計 公営 その他 計

27 3 0 14 4 0 18 76 2 78 185 284

26 3 0 14 4 0 18 84 2 86 190 297

25 3 0 14 4 0 18 84 2 86 191 298

24 3 0 14 4 0 18 86 2 88 200 309

23 3 0 14 4 0 18 89 2 91 206 318

22 3 0 14 4 0 18 90 2 92 205 318

21 3 0 14 3 0 17 93 2 95 219 334

20 3 0 14 3 0 17 96 3 99 232 351

19 3 0 14 3 0 17 98 5 103 233 356

18 3 0 14 3 0 17 112 6 118 230 368

※　数値は，各年度末現在。

年度 合計
水道用水供給事業 上水道事業 簡易水道事業

専用
水道

４市１町

沼田川水道用水供給事業

根
幹
施
設

広島水道用水供給事業 広島西部地域水道用水供給事業

５市５町 ３市

高瀬堰，土師ダム，温井ダム 魚切ダム，弥栄ダム 椋梨ダム，竜泉寺ダム，福富ダム

１１０，０００ｍ3／日１２３，０００ｍ3／日２４０，０００ｍ3／日

計画給水量 ６３０，６００ｍ3／日

計画給水人口 １，１６７，６９０人

４４６，９９５ｍ3／日

８７２，７９０人

区域 広島圏域１５市町 備後圏域７市町

平成２２年度

目標普及率 93.2% 96.6%

目標年次 平成７年度

区分 広島圏域 備後圏域

策定年月 昭和５７年３月 平成４年３月
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（２） 給水人口 

平成２７年度末の給水人口は，２,６９３,１２９人で，総人口に対する普及率は９４.３％となって

いる。 

水道別の給水人口は，上水道２,６０６，２２８人，簡易水道７７,０６４人，専用水道９,８３７人

で，給水人口の９６.８％が上水道，２.９％が簡易水道，０.４％が専用水道となっている。 

 給水人口                                 （単位：人，％） 

年度 
上水道 簡易水道 専用水道 

給水人口 
給水人口 構成比 給水人口 構成比 給水人口 構成比 

２７ ２,６０６,２２８ ９６.８ ７７,０６４ ２.９ ９,８３７ ０.４ ２,６９３,１２９ 

２６ ２,６０４,１３５ ９６.６ ８２,１２１ ３.０ １０,４４６ ０.４ ２,６９６,７０２ 

２５ ２,６０５,６６４ ９６.５ ８３,５９６ ３.１ １２,２３０ ０.５ ２,７０１,４９０ 

２４ ２,６０５,３２３ ９６.４ ８５,２４０ ３.２ １２,２２３ ０.５ ２,７０２,７８６ 

２３ ２,６０５,０５０ ９６.３ ８７,９２７ ３.２ １２,４３１ ０.５ ２,７０５,４０８ 

２２ ２,６０６,９７５ ９６.３ ８７,５５３ ３.２ １２,４９１ ０.５ ２,７０７,０１９ 

２１ ２,６０６,２３２ ９６.３ ８６,９７６ ３.２ １３,３３１ ０.５ ２,７０６,５３０ 

２０ ２,５９８,５８２ ９６.０ ９３,６６６ ３.５ １４,４４６ ０.５ ２,７０６,６９４ 

１９ ２,５９３,６８３ ９５.９ ９４,７４４ ３.５ １５,０４９ ０.６ ２,７０３,４７６ 

１８ ２,５８４,９７２ ９５.８ ９８,３７９ ３.６ １４,８６８ ０.６ ２,６９８,２１９ 

※ 数値は，各年度末現在。 

 

（３） 普及率 

平成２７年度末の普及率は９４.３%で，前年度と同等である。 

 普及率                                               （単位：人，％） 

年度 総人口 給水人口 普及率 全国平均普及率 

２７ ２,８５６,５８２ ２,６９３,１２９ ９４.３ ９７.９ 

２６ ２,８６２,１１７ ２,６９６,７０２ ９４.２ ９７.８ 

２５ ２,８６８,２７３ ２,７０１,４９０ ９４.２ ９７.７ 

２４ ２,８７４,９７０ ２,７０２,７８６ ９４.０ ９７.７ 

２３ ２,８８１,６３５ ２,７０５,４０８ ９３.９ ９７.６ 

２２ ２,８８８,３９３ ２,７０７,０１９ ９３.７ ９７.５ 

２１ ２,８９２,９０８ ２,７０６,５３０ ９３.６ ９７.５ 

２０ ２,８９７,０４４ ２,７０６,６９４ ９３.４ ９７.５ 

１９ ２,９００,１９５ ２,７０３,４７６ ９３.２ ９７.４ 

１８ ２,９０１,５６３ ２,６９８,２１９ ９３.０ ９７.３ 

※ 数値は，各年度末現在。 

 

 陸地・島しょ部別普及率                          （単位：人，％） 

区分 総人口 給水人口 普及率 

陸 地 部 （ 過 疎 地 域 ） ２４５,８８３ １６５,０９４ ６７.１ 

陸 地 部 （ そ の 他 ） ２,５０１,９５６ ２,４２２,４９９ ９６.８ 

島しょ部（過疎地域） ５７,７６６ ５５,８１４ ９６.６ 

島 し ょ 部 （ そ の 他 ） ５０,９７７ ４９,７４１ ９７.６ 

過 疎 地 域 総 数 ３０３,６４９ ２２０,９０８ ７２.８ 
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（４） 上水道事業 

ア 事業数 

平成２７年度末の事業数は，１８事業である。 

イ 給水状況 

平成２７年度の年間総給水量は，２億９,８０７万ｍ３である。 

 

（ア） 年間給水量                              （単位：千ｍ３） 

年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 

２７ ２９８,０７１ ２８２,０３５ ２７３,９１５ ８,１２０ １６,０３６ 

２６ ２９７,２１６ ２８１,７６１ ２７３,４４３ ８,３１８ １５,４５５ 

２５ ３０１,６７１ ２８５,８０８ ２７７,５６５ ８,２４３ １５,８６３ 

２４ ３０４,９３５ ２８８,５０７ ２８０,０１５ ８,４９２ １６,４２８ 

２３ ３０７,４２４ ２９０,４４４ ２８１,８６８ ８,５７６ １６,９８０ 

２２ ３１２,６０２ ２９５,２１０ ２８６,６０８ ８,６０２ １７,３９２ 

２１ ３１０,４２２ ２９３,４２６ ２８４,４７５ ８,９５１ １６,９９６ 

２０ ３１５,３７４ ２９７,７９３ ２８８,６８４ ９,１０９ １７,５８１ 

１９ ３２１,０２６ ３０２,２４７ ２９２,９３９ ９,３０８ １８,７７９ 

１８ ３２２,２２１ ３０２,３０３ ２９２,９５８ ９,３４５ １９,９１８ 

 （注） 総給水量：配水池などから配水管に送り出された総水量。 

     有効水量：給水装置のメーターで計算された水量もしくは需要者に到達したと認められる水量。 

     有収水量：料金徴収の対象となった水量。 

     有効無収水量：料金不徴収となるメーター不感水量および料金徴収の対象とならない（消火用，公衆飲料用

等）水量。 

     無効水量：メーターより上流部での漏水や水道施設の損傷などにより無効となった水量。 

 

（イ） 給水量の分析                             （単位：％） 

年度 総給水量 有効水量 有収水量 有効無収水量 無効水量 

２７ １００.０ ９４.６ ９１.９ ２.７ ５.４ 

２６ １００.０ ９４.８ ９２.０ ２.８ ５.２ 

２５ １００.０ ９４.７ ９２.０ ２.７ ５.３ 

２４ １００.０ ９４.６ ９１.８ ２.８ ５.４ 

２３ １００.０ ９４.５ ９１.７ ２.８ ５.５ 

２２ １００.０ ９４.４ ９１.７ ２.８ ５.６ 

２１ １００.０ ９４.５ ９１.６ ２.９ ５.５ 

２０ １００.０ ９４.４ ９１.５ ２.９ ５.６ 

１９ １００.０ ９４.２ ９１.３ ２.９ ５.８ 

１８ １００.０ ９３.８ ９０.９ ２.９ ６.２ 
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（ウ） 需要用途別年間有収水量 

平成２７年度の需要用途別年間有収水量は，生活用が２億７３０万ｍ３で全体の７５．７％を占

め，業務営業用が５,１００万ｍ３で１８．６％を占めている。 

  需要用途別給水状況                              （単位：千ｍ３） 

年度 生活用 業務営業用 工業用 その他 計 

２７ ２０７,２９５ ５１,００１ １２,６５６ ２,０３７ ２７３,９１５ 

２６ ２０６,６６２ ５１,６４８ １２,６３８ １,９０３ ２７３,４４３ 

２５ ２０８,７４７ ５２,６９１ １３,５６０ １,９７１ ２７７,５６５ 

２４ ２０９,９６６ ５３,４８２ １４,０４５ １,９３８ ２８０,０１５ 

２３ ２１０,７１５ ５３,６６６ １４,６８６ ２,２０３ ２８１,８６８ 

２２ ２１２,６０９ ５５,６８８ １５,３９６ ２,３２９ ２８６,６０８ 

２１ ２０９,５８４ ５６,７４９ １５,０７２ ２,４９９ ２８４,４７５ 

２０ ２０８,９２３ ６０,５７０ １６,５４８ ２,６４３ ２８８,６８４ 

１９ ２１０,６５９ ６２,７５８ １６,６３６ ２,８８６ ２９２,９３９ 

１８ ２１０,０６１ ６３,４１７ １６,７５４ ２,７２６ ２９２,９５８ 

 ※需要用途別給水量の端数は四捨五入しているので，計と内訳は必ずしも一致しません。 

 

 

（エ） 給水量の分析 

平成２７年度の各上水道事業における年間で最も給水量の大きい日の給水量（一日最大給水量）

の合計は，９４万ｍ３／日である。 

また，１人１日当たり平均給水量は３１２㍑である。 

  給水量の分析 

年度 
１日当たり給水量（ｍ３） １人１日当たり給水量（㍑） 

計画一日 
最大給水量 

一日最大 
給水量 

一日平均 
給水量 

計画一日 
最大給水量 

一日最大 
給水量 

一日平均 
給水量 

２７ １,４３８,５３０ ９４４,１７８ ８１４,４４８ ５２９ ３６２ ３１２ 

２６ １,４３６,９３０ ９３２,２６４ ８１４,２９６ ５２９ ３５８ ３１３ 

２５ １,４３９,５３０ ９２９,４７６ ８２６,５００ ５２９ ３５７ ３１７ 

２４ １,４４６,９４０ ９４８,２１３ ８３５,４４４ ５３０ ３６４ ３２１ 

２３ １,４４０,９８７ ９４９,７７１ ８３９,９６５ ５２７ ３６５ ３２２ 

２２ １,４６７,６１５ ９９０,０４８ ８５６,４５１ ５３１ ３８０ ３２９ 

２１ １,４８６,４６０ ９５０,１９５ ８５０,４７９ ５３６ ３６５ ３２６ 

２０ １,５６４,４６０ １,００２,６５６ ８６４,０４７ ５５８ ３８６ ３３３ 

１９ １,５６４,４６０ １,０１１,１７１ ８７７,１４５ ５５８ ３９０ ３３８ 

１８ １,６０９,７６０ １,０３９,６４４ ８８２,８２３ ５６４ ４０２ ３４２ 

 （注） 分水量は含まない。 
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（オ） 水道料金 

平成２７年度における家庭用水道料金（１０ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）をみる

と，県平均は１,４３４円となっており，団体別では江田島市の２,３１１円が最も高く，最低の大

竹市の７０７円との格差は３．３倍になっている。 

料金の集金方法は，一部委託が１事業，全部委託が３事業となっている。 

料金徴収期間は，２ヶ月ごとが１０事業，１ヶ月ごとが８事業となっている。 

  家庭用水道料金の推移 

年 度 １０ｍ３当たり平均水道料金 指     数 １０ｍ３当たり最高水道料金 

２７ １,４３４ １０６ ２,３１１ 

２６ １,４３４ １０６ ２,３１１ 

２５ １,３９５ １０３ ２,２４７ 

２４ １,３９５ １０３ ２,２４７ 

２３ １,３９５ １０３ ２,２４７ 

２２ １,３９２ １０３ ２,２４７ 

２１ １,４０２ １０４ ２,２４７ 

２０ １,３６３ １０１ ２,２４７ 

１９ １,３５２ １００ ２,２４７ 

１８ １,３４９ １００ ２,２４７ 

 （注） メーター使用料，消費税を含む。 

     平均料金は，事業体ごとの水道料金の単純平均である。（小数点以下四捨五入） 

     指数は，平成１８年度を１００として計算したものである。 

 

600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 （水道料金） 

以上 
～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以上 

 
  

800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円   
未満           

           

 （注） メーター使用料，消費税を含む。 

  

1

4

0

3 3

5

0

1 1

0
0

2

4

6

（事業数）
家庭用水道料金の分布（１０ｍ３換算）
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（５） 水道用水供給事業   

  ア 給水対象市町及び計画給水量  

事 業 名      給水対象事業体 
平成２７年度 

計画一日最大給水量  
平成２７年度 

実績一日平均給水量 給 水 開 始 年 月           

（ｍ３／日） （ｍ３／日） 
広島水道 
用水供給 
事業 

広島市 １９，３２４ １５，９０４ 昭和 55 年 7 月 

広島市（沈澱水） ２０，０００ ９，７３１ 昭和 46 年 8 月 

呉市 ２５，３３１ １９，８１８ 昭和 58 年 7 月 

呉市（沈澱水） ２３，５００ １５，９９７ 昭和 46 年 8 月 

竹原市 ４，６２４ ３，８４１ 昭和 59 年 4 月 

東広島市 ４７，５４８ ４４，８５１ 昭和 57 年 7 月 

江田島市 １，７４７ １，４９９ 昭和 58 年 7 月（昭和 55 年 7 月暫定） 

海田町 ２４８ １６６ 昭和 61 年 4 月 

熊野町 ６，３８４ ５，３８８ 昭和 57 年 8 月 

大崎上島町 ４，８５９ ３，９２６ 昭和 54 年 7 月（昭和 49 年 4 月暫定） 

計 １５３，５６５ １２１，１２２  

広島西部 
地域水道 
用水供給 
事業 

広島市(旧五日市町) ２９，８０１ ２３，６９６ 昭和 51 年 7 月 

大竹市 ２，４２２ ２，１０９ 平成 6 年 7 月 

廿日市市 ３６，３２３ ３１，６２１ 昭和 52 年 7 月 

計 ６８，５４６ ５７，４２６  

沼田川 
水道用水 
供給事業 

三原市 １０，９９３ ９，２１４ 昭和 51 年 4 月 

尾道市 ４４，０１５ ３７，８２８ 昭和 52 年 4 月 

福山市 ７，５３２ ６，３５７ 昭和 52 年 4 月 

東広島市 
（旧河内町） 

３７８ ２４０ 平成 12 年 10 月 

越智郡上島町 
（愛媛県） 

２，４１３ １，９８６ 昭和 60 年 7 月 

 計 ６５，３３１ ５５，６２４  

 総 合 計 ２８７，４４２ ２３４，１７２  
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   イ 供給料金（平成２７年度） 

区            分 料金（１ｍ３当たり） 

広 島 水 道 用 水 供 給 事 業 

浄 水 

基 本 料 金 ３１．０８円 

使 用 料 金 ８５．４９円 

超 過 料 金 ２７６．７０円 

沈 澱 水 
使 用 料 金 ４８．３４円 

超 過 料 金 ９６．６８円 

広島西部地域水道用水供給事業 浄 水 

基 本 料 金 ３２．２７円 

使 用 料 金 ５６．５４円 

超 過 料 金 ２４１．４０円 

沼 田 川 水 道 用 水 供 給 事 業 浄 水 

基 本 料 金 ３６．４８円 

使 用 料 金 ５５．８７円 

超 過 料 金 ２１６．１２円 

 （注） 水道用水供給事業における水道の料金の額は，上記に定める料金月額に１０５／１００を乗じて得た額。 

 

（６）簡易水道事業 

  ア 事業数及び給水人口 

平成２７年度末の簡易水道事業数は７８事業，現在給水人口は７７,０６４人で，平成２６年度末に

比べ現在給水人口は，５,０５７人減少した。 

（単位：か所，人） 

年度 
事業数 計画給水人口 給水区域内

現在人口
（Ａ） 

現在給水人口（Ｂ） 
Ｂ／Ａ 

％ 
公営 その他 計 公営 その他 公営 その他 

２７ ７６ ２ ７８ １２１,７５４ ４２０ ９５,４６６ ７６,８８４ １８０ ８０.７ 

２６ ８４ ２ ８６ １２８,４４４ ４２０ １０２,２１１ ８１,９４１ １８０ ８０.３ 

２５ ８４ ２ ８６ １２９,０４４ ４２０ １０６,１９６ ８３,３９４ ２０２ ７８.７ 

２４ ８６ ２ ８８ １３０,０４４ ４２０ １０７,２４８ ８５,０３６ ２０４ ７９.５ 

２３ ８６ ２ ８８ １３０,１６６ ４２０ １１６,２８１ ８７,７０４ ２２３ ７５.６ 

２２ ８９ ２ ９１ １３０,９８６ ４２０ １１１,２３７ ８７,３０４ ２４９ ７８.７ 

２１ ９０ ２ ９２ １３２,５１６ ４２０ １１３,７７４ ８６,７１９ ２４８ ７６.４ 

２０ ９３ ２ ９５ １４０,８１６ ４２０ １２２,３４２ ９３,４１９ ２４７ ７６.６ 

１９ ９６ ３ ９９ １４５,３６７ ７６５ １２４,３７３ ９４,２８９ ４５５ ７６.２ 

１８ ９８ ５ １０３ １４８,４５７ １,９６５ １３０,６６６ ９５,６３５ ２,７４４ ７５.３ 

※ 数値は，各年度末現在。 
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   イ 給水量及び年間収入 

平成２７年度の年間給水量は１,０３４万ｍ３で，年間収入は１５億３,４１０万円である。 

また，有収水量は８２１万ｍ３，有収率は７９.４％で，有収水量１ｍ３当たりの収入は１８６．９

円となっている。 

平成２８年４月１日現在の公営の水道料金（10ｍ３換算，メーター使用料，消費税を含む）につ

いてみると，県平均は１,６９７円となっており，事業別では三次市の２,２４６円が最も高く，最

低の広島市（湯来，棡）の８７４円との料金差は２.６倍になっている。 

 給水量 

年度 
実績年間給水量 

（ｍ３） 
実績年間有収水量 

（ｍ３） 
水道料金年間収入 

（千円） 
有収率 有収水量１ｍ３ 

当たり収入（円） 

２７ １０,３３８,１３９ ８,２０８,２８９ １,５３４,０９６ ７９.４ １８６.９０ 

２６ １０,７１９,６７９ ８,５１６,３９６ １,７７３,４４３ ７９.２ ２０８.２０ 

２５ １０,９２４,３９５ ８,６５０,２５９ １,７６５,５４５ ７９.２ ２０４.１０ 

２４ １１,１４５,０１７ ８,８２０,４１７ １,７４２,６２４ ７９.１ １９７.５７ 

２３ １１,１２１,３０６ ８,９２０,４８９ １,８３６,３３６ ８０.４ ２０５.８５ 

２２ １１,４０１,０２８ ９,１３０,４７５ １,８４１,１５２ ８０.１ ２０１.６４ 

２１ １１,２１０,５２４ ９,０６３,６８０ １,８０５,８２４ ８０.８ １９９.２３ 

２０ １１,９３２,４０７ ９,８３２,３７７ １,７６６,３６９ ８２.４ １７９.６５ 

１９ １２,４９８,２６４ １０,０４９,６２８ １,９２３,６４８ ８０.４ １９１.４１ 

１８ １２,６７５,４０１ １０,２４３,３６０ １,７１４,３６０ ８０.８ １６７.３６ 
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水道料金 600円 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円 
 以上 ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ 以上 
 ～          
 800円 1,000円 1,200円 1,400円 1,600円 1,800円 2,000円 2,200円 2,400円  
 未満  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

（注） メーター使用料，消費税を含む。 

（事業数） 
家庭用水道料金の分布（公営簡易水道，１０㎥換算） 
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 （７） 専用水道 

平成２７年度末の専用水道（住宅団地及び療養所等における自家用の水道で，給水人口が１００

人を超えるもの，または，供給能力が２０ｍ3/日を超えるもの）の施設数は１８５か所で，給水人

口は,１４,８７３人となっている。 

年度 事業所数 計画給水人口 現在給水人口 施設能力 

２７ １８５ ２６,１３５ １４,８７３ ２１１,３７７ 

２６ １９０ ２９,６２０ １７,４２７ ２１１,６１０ 

２５ １９１ ３０,２０７ １７,０８１ ２１２,７４１ 

２４ １９８ ３０,５２４ １７,２６６ ２１３,１３６ 

２３ ２００ ３０,０３４ １７,３５２ ２１２,９９１ 

２２ ２０６ ３０,５４２ １８,０１１ ２１３,３１２ 

２１ ２０５ ３１,２０６ １９,４４０ ２１２,７０３ 

２０ ２１９ ３１,８９９ ２１,４１５ ２１４,４８８ 

１９ ２３２ ３１,１４８ ２１,２０５ ２１５,９５５ 

１８ ２３３ ３８,１７１ ２２,９５９ ２１７,９６８ 

（注） 上水道から受水しているもののうち，上水道の計画給水人口及び現在給水人口に含まれているものも

併せて計上した。 

 

（８） 簡易専用水道 

簡易専用水道は，昭和５３年６月から新たに法の適用を受けることになった。 

同法の適用を受けるのは，水道事業から受ける水道水のみを水源としている受水槽の有効容量が

１０ｍ
３を超えるもの（昭和６１年１０月３１日までは２０ｍ

３を超えるもの）で，１年以内ごとに

１回の水槽の掃除と定期検査等が義務づけられている。 

なお，県内の定期検査機関では，（財）広島県環境保健協会が厚生労働大臣の登録を受けている。 

平成２７年度末の県内の簡易専用水道５,１８３施設の法定検査の受検率は 8１.８%である。 

年度 施設数 定期検査受検施設 受検率（%） 全国平均（%） 

２７ ５,１８３（２,６４２） ４,２４２（２,３４２） ８１.８（８８.６） ７８.３ 

２６ ５,２３０（２,６５５） ４,２７３（２,３６３） ８１.７（８９.０） ７６.４ 

２５ ５,２３４（２,６４３） ４,３５７（２,３７２） ８３.２（８９.７） ７６.５ 

２４ ５,２４５（２,７８０） ４,４４０（２,４７８） ８４.７（８９.１） ７８.７ 

２３ ５,２６５（２,７５７） ４,５１５（２,５００） ８５.８（９０.７） ７９.４ 

２２ ５,２８３（２,７６３） ４,５２５（２,４９９） ８５.７（９０.４） ７９.８ 

２１ ５,３３８（２,７３３） ４,４４７（２,４６０） ８３.３（９０.０） ７９.０ 

２０ ５,３７２（２,７２５） ４,４４４（２,４３７） ８２.７（８９.５） ８０.０ 

１９ ５,３９２（２,５３５） ４,２２３（２,３２６） ７８.３（９１.８） ７８.４ 

１８ ５,５２１（２,５１１） ４,１７３（２,２８４） ７５.６（９１.０） ７９.０ 

 （注） 受水槽の有効容量が２０ｍ
３を超えるものを内数で（ ）書きした。 

 



６  市町別水道普及率分布図 

(平成28年3月末現在） 

90%以上 

80%～90% 

70%～80% 

60%～70% 

50%～60% 

50%未満 

凡 例 

広島市 

97.9% 

江田島市 

96.3% 

呉市 

99.4% 

庄原市 

74.2% 

東広島市 

84.7% 

三原市 

90.0% 

竹原市 

99.1% 

福山市 

95.7% 尾道市 

93.4% 

大竹市 

97.5% 

廿日市市 

95.2% 

三次市 

88.6% 安芸高田市 

76.3% 
北広島町 

50.2% 

安芸太田町 

74.4% 
世羅町 

50.6% 府中市 

73.6% 

神石高原町 

45.8% 

府中町 

99.9% 

熊野町 

87.6% 

坂町 

98.9% 

海田町 

99.0% 

大崎上島町 

99.8% 

備北圏域 

備後圏域 

広島圏域 

※圏域の区分は「広島県水道整備基本構想」による 

4
2
 



７　平成２８年度水道施設整備費国庫補助事業一覧表

（１）　簡易水道等施設整備費国庫補助事業

事業体名 地区名 区 分 補助率 工 期
計画給水人口

（人）
計画給水量
（m3/日） 総事業費（円）

国庫補助基本額
 （千円）

国庫補助金
（千円）

三原市 久井※ 区域拡張 4/10 18～34 4,250 1,678 331,504,003 221,570 88,628

三原市 大和第1※ 統合簡易水道 1/3 3～35 3,400 1,380 290,198,575 266,976 88,992

三原市 土取 統合整備 4/10 26～28 120 30 31,897,583 7,443 2,977

(21,000) (7,000)

143,322 47,774

三次市 田幸※ 給水区域内無水源 4/10 16～29 2,100 718 103,882,520 99,623 39,849

三次市 作木※ 統合簡易水道 4/10 20～28 670 266 62,707,320 62,028 24,811

三次市 吉舎※ 統合簡易水道 2/5 20～28 3,060 126 34,907,440 34,240 13,696

三次市 三和※ 統合簡易水道 3/10 23～31 1,430 689 113,760,000 111,654 37,218

(101,106) (40,442)

144,029 57,611

安芸高田市 本郷※ 区域拡張 4/10 24～28 930 91 127,300,000 87,780 35,112

安芸高田市 丹比可愛※ 区域拡張 2/5 25～29 1,900 135 92,552,000 61,253 24,501

安芸高田市 八千代※ 水量拡張 3/10 13～29 4,400 2,132 18,046,000 17,046 5,682

北広島町 北広島町 統合整備 1/4 26～28 6,800 3,332 87,661,440 39,588 9,897

(31,875) (12,750)

49,975 19,990

※補助金等，千円単位のものは各事業ごとに四捨五入しているため，合計は必ずしも一致しない。

※上段(　)書きがある場合は，次年度への繰越分で，下段の内数である。
※本省繰越分（※印があるもの）は，現年度執行分と併せて一括計上

平成２７年度からの繰越分

事業体名 地区名 区 分 補助率 工 期 計画給水人口
（人）

計画給水量
（m3/日）

総事業費（円） 国庫補助基本額
 （千円）

国庫補助金
（千円）

該当なし

30,321

1,040 319

40 160

154,530,800

庄原市 高門※ 給水区域内無水源 4/10 27～29 181 65 144,030,214

三次市 河内※ 給水区域内無水源 1/3 21～29

49,990,313

※数値は実績報告時のものである。但し，次年度への繰越分で，このとりまとめ時に実績報告が行われていない部分の総事業費，国庫補助基
本額，国庫補助金は，交付申請額である。

神石高原町 近田花済 区域拡張 4/10 28～29

11,121 1,642,968,208 1,346,527 496,738合 計 1４地区 1４事業
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（２）生活基盤施設耐震化等交付金

区    分 事業主体名 総事業費 交付基本額 国庫交付金 交付率
千円 千円 千円

水道施設等 簡易水道再編推進事業 廿日市市
耐震化事業 【統合簡易水道】 （佐伯） 134,480 134,480 33,620 1/4

※ 廿日市市
（佐伯） 47,960 47,960 11,990 1/4
三原市
（八幡） 154,651 149,447 59,778 1/4

小計（3事業） 337,091 331,887 105,388
生活基盤近代化事業 ※ 神石高原町
【基幹改良】 （油木） 58,123 41,790 13,930 1/3

廿日市市
（東部） 10,785 8,500 2,125 1/4

※ 廿日市市
（吉和） 7,712 6,360 2,120 1/3
廿日市市
（宮島） 91,114 54,930 18,310 1/3
廿日市市
（南部） 12,571 12,000 3,000 1/4
呉市
（倉橋） 102,384 76,332 19,083 1/4

小計（6事業） 282,689 199,912 58,568
緊急時給水拠点確保等事業 ※ 江田島市
【重要給水施設配水管】 39,918 23,088 7,696 1/3

尾道市
41,030 21,268 5,317 1/4

福山市
55,139 26,949 6,737 1/4

小計（3事業） 136,087 71,305 19,750
水道管路耐震化等推進事業 ※ 尾道市

【老朽管更新】 115,510 41,862 20,931 1/2
※ 呉市

403,252 302,820 75,705 1/4
水道管路耐震化等推進事業 ※ 尾道市
【老朽管更新DCIP】 150,389 114,693 38,231 1/3

※ 広島県企業局
141,688 106,720 26,680 1/4

小計（4事業） 810,839 566,095 161,547
水道事業運営基盤 水道広域化施設整備費 ※ 広島県企業局
強化推進等事業 【特定広域化施設整備】 （広島水道用水供給事業） 381,341 179,157 59,719 1/3

水道広域化施設整備費 ※ 東広島市
【広域化促進地域上水道施設整備】 68,703 38,481 12,827 1/3

小計（2事業） 450,044 217,638 72,546
水道水源自動監視施設等整備費 ※ 北広島町
【遠隔監視システム整備費】 52,759 24,136 6,034 1/4

小計（１事業） 52,759 24,136 6,034

合計（19事業） 2,069,509 1,410,973 423,833
※上段(　)書きは28年度への繰越分で，下段の内数である。
※数値は実績報告時のものである。
※本省繰越分（※印があるもの）は，現年度執行分と併せて一括計上

平成27年度からの繰越分 単位(千円)
区    分 事業主体名 総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率

千円 千円 千円
該当なし

※上段の(　)書きは26年度からの繰越分で，下段の内数である。
※数値は実績報告時のものである。

(３)指導監督事務費・交付金
区    分 事業主体名 28年度総事業費 国庫補助基本額 国庫補助金 補助率

千円 千円 千円
水道施設整備費 広島県
水道施設整備費補助 1,644 1,644 821 1/2
生活基盤施設耐震化等交付金 広島県
指導監督交付金 712 712 356 1/2

合計 2,356 2,356 1,177
※数値は実績報告時のものである。
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